
令和７年度（令和６年１０月～令和７年９月）における
尾張旭市交通基本計画（改訂版）の地域公共交通確保維持事業について

資料２ー１
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令和６年５月２８日

地域公共交通計画の内容を有する「尾張旭市交通基本計画（改訂版）」
で位置付けた地域公共交通確保維持事業により、尾張旭市営バス東西
ルートを確保・維持することで、住民の生活交通手段を存続させていく
ことが必要であるため、協議するものです。



1.地域公共交通確保維持事業 2

尾張旭市営バスは「地域間幹線系統補助」を受けて運行

地域間幹線系統補助

フィーダー系統補助



2.地域間幹線系統補助 3

「西本地橋バロー前」
瀬戸市コミュニティバス
と接続

「愛知医大」
名鉄バス、
瀬戸市コミュニティバス、
長久手市Ｎ－バスと接続

「本地住宅」
名古屋市営バスと接続

地域間幹線系統の接続箇所



3.地域公共交通計画と補助制度の連動化について 4

本市では令和６年３月に補助事業活用の必要性等を記載した
地域公共交通計画の内容を有する「尾張旭市交通基本計画（改訂版）」を策定

補助事業を活用するには、上記計画の本体に位置付ける事項以外にも、
計画の「別紙」を尾張旭市地域公共交通会議の協議を経て毎年度提出する必要がある

今回協議部分

国土交通省資料抜粋



3.地域公共交通計画と補助制度の連動化について 5

本市では地域公共交通計画の内容を有する「尾張旭市交通基本計画（改訂版）」にて、
本体で位置付ける事項については、記載済

補助事業を活用するには、本体の内容と整合が取れている計画の「別紙」を
尾張旭市地域公共交通会議の協議を経て毎年度提出する必要がある

今回協議部分

国土交通省資料抜粋



4.補助内容と申請の流れ 6

期間終了後、事業評価

地域公共交通計画の「別紙」の作成（目標値や利用促進策等を記載）
※6月末までに国に提出

運行 （令和7年度：令和6年10月～令和7年9月）

今回

※事業評価についても尾張旭市地域公共交通会議での協議が必要


